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2025 年５月期の運用状況の予想の修正及び 

2025 年 11 月期の運用状況の予想に関するお知らせ 

 

ジャパン・インフラファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2024 年７月 16 日付

決算短信（インフラファンド）で公表した、2025 年５月期（第 11 期）（2024 年 12 月１日～2025 年５

月 31 日）の運用状況の予想を修正するとともに、新たに 2025 年 11 月期（第 12 期）（2025 年６月１

日～2025 年 11 月 30 日）の運用状況の予想について、下記のとおりお知らせいたします。なお、2024

年 11 月期（第 10 期）の運用状況の予想の修正はありません。 

 

記 

１．運用状況の予想の修正 

（１）2025 年５月期（第 11 期）の運用状況の予想の修正の内容 

 営業収益 営業利益 経常利益 
当期 

純利益 

１口当たり 
分配金 

（利益超過分配

金は含みませ

ん。） 

１口当たり 

利益超過 

分配金 

１口当たり

分配金（利益

超過分配金を含

みます。） 

前回発表予想 

（Ａ） 

3,077 

百万円 

682 

百万円 

474 

百万円 

474 

百万円 
1,079 円 1,771 円 2,850 円 

今回発表予想 

（Ｂ） 

3,272 

百万円 

761 

百万円 

519 

百万円 

518 

百万円 
1,180 円 820 円 2,000 円 

増減額 

（Ｂ－Ａ） 

194 

百万円 

79 

百万円 

44 

百万円 

44 

百万円 
101 円 ▲951 円 ▲850 円 

増減率 6.3％ 11.6％ 9.3％ 9.3％ 9.4％ ▲53.7％ ▲29.8％ 
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（２）2025 年 11 月期（第 12 期）の運用状況の予想の内容 

 営業収益 営業利益 経常利益 
当期 

純利益 

１口当たり 
分配金 

（利益超過分配

金は含みませ

ん。） 

１口当たり 

利益超過 

分配金 

１口当たり

分配金（利益

超過分配金を含

みます。）  

2025 年 11 月期

（第 12 期） 

3,574 

百万円 

1,082 

百万円 

843 

百万円 

843 

百万円 
1,919 円 81 円 2,000 円 

（参考） 

2025 年５月期：予想期末発行済投資口数 439,220 口、１口当たり予想当期純利益 1,180 円 

2025 年 11 月期：予想期末発行済投資口数 439,220 口、１口当たり予想当期純利益 1,919 円 

（注記） 

1. 上記予想数値は、別紙「2025 年５月期及び 2025 年 11 月期の運用状況の予想の前提条件」記載の前提条件

の下に算出した現時点のものであり、今後の再生可能エネルギー発電設備等の取得若しくは売却、インフ

ラ市場等の推移、賃借人の異動若しくは賃貸借契約の内容の変更等に伴う賃料収入の変動、予期せぬ修繕

の発生等運用環境の変化、金利の変動、又は本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の

営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、１口当たり分配金（利益超過分配金は含みません。）、１口

当たり利益超過分配金及び１口当たり分配金（利益超過分配金を含みます。）は変動する可能性があります。

また、本予想は分配金及び利益超過分配金の額を保証するものではありません。 

2. 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。 

3. 単位未満の数値は切り捨てて表示しています。比率については、小数第２位を四捨五入した数値を記載し

ています。以下同じです。 

 

２．運用状況の予想の修正及び公表の理由 

本投資法人及び本投資法人が資産の運用を委託する管理会社であるジャパン・インフラファンド・

アドバイザーズ株式会社（以下「本管理会社」又は「本資産運用会社」といいます。）は、本日付で

公表の「国内インフラ資産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の新たな４物件（なお、追加

取得物件は物件数から除いています。以下同じです。）の特定資産（投資信託及び投資法人に関する

法律（昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。）第２条第１項に掲げる資産をいいます。

以下同じです。）の取得等を決定したこと、及び１口当たり利益超過分配金について、足許の金利動

向及び資本市場環境等を勘案し、原資である余剰資金のうち一定金額を収益性維持及び向上のため

の投資を目的とする内部留保として確保しつつ分配を行う方針を採用することとしたこと（詳細に

ついては、別紙「2025 年５月期及び 2025 年 11 月期の運用状況の予想の前提条件」をご参照くださ

い。）に伴い、2024 年７月 16 日付で公表の 2025 年５月期（第 11 期）の運用状況の予想の前提条件

に変更が生じ、１口当たり分配金において５％以上の乖離が生じる見込みとなったことから、2025

年５月期（第 11 期）の運用状況の予想の修正を行うとともに、新たに 2025 年 11 月期（第 12 期）

について、同様の前提に基づいた運用状況の予想の公表を行うものです。詳細は別紙「2025 年５月

期及び 2025 年 11 月期の運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。 

 

以上 

＊ 本投資法人のホームページアドレス：https://ji-fund.com/  
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【別紙】 

2025 年５月期及び 2025 年 11 月期の運用状況の予想の前提条件 

 

項目 前提条件 

計算期間 
 2025 年５月期（第 11 期）：2024 年 12 月１日～2025 年５月 31 日（182 日） 

 2025 年 11 月期（第 12 期）：2025 年６月１日～2025 年 11 月 30 日（183 日） 

運用資産 

 本日現在保有している 61 物件（以下「保有資産」といいます。）に、2024 年 12

月 18 日に取得予定の４物件（以下「取得予定資産」といいます。）を加えた計

65 物件を保有していることを前提条件としています。取得予定資産の取得の詳

細につきましては、本日付で公表の「国内インフラ資産の取得及び賃貸に関する

お知らせ」をご参照ください。 

 運用状況の予想にあたっては、取得予定資産を上記日付に取得すること及び取得

予定資産の取得を除き 2025 年 11 月期末まで運用資産の異動（新規資産の取得、

保有資産の処分等）がないことを前提としています。 

 実際には取得予定資産以外の新規資産の取得又は保有資産の処分等により変動

する可能性があります。 

営業収益 

 本投資法人は、保有資産については、本日現在効力を有する発電設備等賃貸借契

約に基づき、また、取得予定資産については、その取得予定日において効力を有

する予定の発電設備等賃貸借契約に基づき、発電設備の実際の発電量にかかわら

ず、客観的な発電量予測値に基づく一定水準の想定売電収入を基本賃料（注１）

として受け取ります。また、本投資法人は、実際の発電量が発電量予測値（P50）

の 70％を上回った場合、基本賃料に加えて変動賃料を受け取ります。賃貸事業収

益はかかる基本賃料及び変動賃料から構成されます（注２）。 

 賃貸事業収益については、賃貸借契約の解除や賃料の滞納又は不払いがないこと

を前提としています。 

(注１) 各月の基本賃料は、各発電設備について、国立研究開発法人新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構がまとめた年間時別日射量データベース等を基

礎として公認会計士が設備価格を算出する際に用いる想定キャッシュフロ

ーの基となる発電量予測や修繕計画を専門業者が調査し、その結果を報告

した書類（以下「テクニカルレポート」といいます。）に記載された賃貸

借期間における各月の発電量予測値（P50）をベースとしたものです。 

(注２) 賃貸事業収益は、実際の発電量が、発電量予測値（P50）となることを前

提として算出しています。実際の太陽光発電設備の発電量は日射量に応じ

て変動するものであり、本予想は、実際の発電量が、発電量予測値（P50）

と一致することを保証するものではありません。 

営業費用 

 主たる営業費用である賃貸事業費用のうち、減価償却費以外の費用については、

保有資産は過去の実績値をベースに、取得予定資産に関しては、各取得予定資産

の現所有者等より提供を受けた過去の実績値及び各委託先への見積もり等によ

り得られた数値をベースに、費用の変動要素を反映して算出しており、営業費用

については 2025 年５月期に 2,511 百万円、2025 年 11 月期に 2,491 百万円を、

それぞれ見込んでいます。 

 本投資法人では、太陽光発電設備等の取得にあたり、取得した年度の固定資産税

等については、現所有者等との間で期間按分により精算することを予定してお

り、当該精算相当額については、取得年度において取得原価に算入します。した

がいまして、取得予定資産にかかる 2024 年度の固定資産税等は各年度において

費用として計上していません。なお、取得予定資産について取得原価に算入する

固定資産税等の精算金の総額は１百万円を見込んでいます。また、取得予定資産

に係る固定資産税等については 2025 年５月期から費用計上されます。 

 太陽光発電設備等の修繕費は、本資産運用会社が取得したテクニカルレポートを

勘案の上、本資産運用会社が計画した金額をもとに、各営業期間に必要と想定さ
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項目 前提条件 

れる額を費用として計上しています。しかしながら、予想し難い要因に基づく太

陽光発電設備等の毀損等により修繕費が緊急に発生する可能性があること、一般

的に年度による金額の差異が大きくなること及び定期的に発生する金額ではな

いこと等から、各営業期間の修繕費が予想金額と大きく異なる結果となる可能性

があります。 

 太陽光発電設備等の保守管理費用は、2025 年５月期に 194 百万円、2025 年 11 月

期に 186 百万円を、それぞれ見込んでいます。 

 保有資産及び取得予定資産の一部に係る敷地に関する借地料は、2025 年５月期

に 85 百万円、2025 年 11 月期に 86 百万円を、それぞれ見込んでいます。 

 減価償却費については、付随費用等を含めて定額法により算出しており、2025 年

５月期に 1,523 百万円、2025 年 11 月期に 1,530 百万円を、それぞれ見込んでい

ます。 

営業外費用 

 新投資口の発行に係る費用は、2025 年５月期に２百万円、2025 年 11 月期に２百

万円を、それぞれ見込んでいます。 

 支払利息その他融資関連費用として、2025 年５月期に 231 百万円、2025 年 11 月

期に 228 百万円を、それぞれ見込んでいます。 

借入金 

 本日現在、本投資法人においては 32,973 百万円の借入金残高があります。 

 2024 年 12 月 18 日に総額 4,606 百万円の借入れを行うことを前提としています。 

 上記の借入れについては、2025 年５月末日に 1,305 百万円、2025 年 11 月末日に

1,759 百万円をそれぞれ返済することを前提としています。 

 2025 年５月期末の有利子負債比率（以下「LTV」といいます。）は 50.9％程度、

2025 年 11 月期末の LTV は 49.8％程度を、それぞれ見込んでいます。 

 LTV の算出にあたっては、次の算式を使用しています。 

LTV＝有利子負債総額（消費税ローンを除く）÷資産総額×100 

発行済投資口数 

 2025 年 11 月期末までに新投資口の発行等による投資口数の変動がないことを前

提としています。 

 １口当たり分配金（利益超過分配金は含みません。）、１口当たり利益超過分配

金及び１口当たり分配金（利益超過分配金を含みます。）は、2025 年５月期及び

2025 年 11 月期の予想期末発行済投資口数 439,220 口により算出しています。 

１口当たり 

分配金 

（利益超過分配

金は含みませ

ん。） 

 １口当たり分配金（利益超過分配金は含みません。）は、本投資法人の規約に定

める金銭の分配の方針に従い分配することを前提として算出しています。 

 賃借人の異動、賃貸借契約の内容の変更に伴う賃料収入の変動、発電量の変動又

は予期せぬ修繕の発生等を含む種々の要因により、１口当たり分配金（利益超過

分配金は含みません。）は変動する可能性があります。 

１口当たり 

利益超過分配金 

 １口当たり利益超過分配金は、本投資法人の規約及び本資産運用会社の社内規程

である運用ガイドラインに定める金銭の分配の方針に従い分配することを前提

として算出しています。 

 本投資法人は、長期修繕計画に基づき想定される各計算期間の資本的支出等に影

響を及ぼさず、かつ、再投資（投資対象資産の取得計画に沿った新規投資等）に

対応するため、融資枠等の設定状況や中期的な減価償却費、繰延資産の金額と借

入金の返済予定額のバランスを勘案の上、本投資法人が妥当と考える範囲で現預

金を内部留保することとし、内部留保後の余剰資金から投資主に分配する方針で

す。 

 また、本投資法人は、一般社団法人投資信託協会が定めるインフラ投資信託及び

インフラ投資法人に関する規則（以下「投信協会規則」といいます。）に定める

額を上限として、毎期継続的に分配可能金額を超えた金銭の分配（出資の払戻し）

を行う方針ですが、利益超過分配の金額の具体的な目途を設けることはせずに、

上記の考慮要素に従い本投資法人が妥当と考える現金を留保した上で、その残額
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項目 前提条件 

を毎期継続的に全額投資主に対して分配することで、必要な金銭を留保しつつ、

できる限り多くの金銭を投資主に分配する方針です (注１) 。分配可能金額を超

える金銭の分配の実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・

向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状況に十分配

慮します。但し、経済環境、インフラ市場の動向、保有資産の状況及び財務の状

況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には、分配可能金額を超えた

金銭の分配を行いません（注２）。 

 上記の方針のもと、足許の金利動向及び資本市場環境においては、収益性の維持

及び向上のためには、新規資産の取得や保有資産の機能性向上等の戦略投資又は

そのための内部留保に余剰資金（減価償却費）のより多くを充当することが投資

主価値向上に資する一方、投資主に対する分配水準を一定程度維持することが適

切であると判断致しました。その上で、本投資法人は 2025 年５月期及び 2025 年

11 月期の１口当たり分配金（利益超過分配金を含みます。）については、運用資

産から生じる賃貸事業収益、運用資産に係る賃貸事業費用及び借入金の支払利息

その他融資関連費用等、並びに今後の戦略投資に充当すべき内部留保の水準等に

鑑み、現時点で妥当と判断する金額に基づき、利益超過分配金につき、2025 年５

月期については 820 円、2025 年 11 月期については 81 円とすることを想定して

います。2025 年５月期の利益超過分配金については、2025 年５月期は減価償却

費の 23.6％に相当する金額、2025 年 11 月期は減価償却費の 2.3％に相当する金

額をそれぞれ想定しています (注３) 。但し、経済環境、インフラ市場の動向、

保有資産の状況及び財務の状況等諸般の事情を総合的に考慮した上で、修繕や資

本的支出への活用、借入金の返済、新規物件の取得資金への充当、自己投資口の

取得などの他の選択肢についても検討の上、利益を超えた金銭の分配（出資の払

戻し）の額は変動し、又は利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）を実施しな

い場合もあります。加えて、利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）は投信協

会規則により規制されており、投信協会規則の改正により、利益を超えた金銭の

分配（出資の払戻し）が当初の予定どおり実施できない可能性もあります。また、

利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）は手元資金の流出を伴うため、不測の

事態に対応する場合や新たな太陽光発電設備等を取得する場合等において必要

な手元資金が不足する可能性があり、本投資法人の運用の制約要因となる可能性

があります。また、利益を超えた金銭の分配（出資の払戻し）は本投資法人の純

資産から支払われる出資の払戻しであり、これを実施することにより、本投資法

人の資産総額及び純資産総額は減少します。 

(注１) クローズド・エンド型の投資法人は計算期間の末日に算定された減価償却累

計額の合計額から前計算期間の末日に計上された減価償却累計額の合計額（譲

渡、除却又は滅失その他これらに類する事由により計算期間中に計上しなくなっ

た資産に係る前計算期間の末日に計上された減価償却累計額を除きます。）を控

除した額の 100 分の 60 に相当する金額を限度として、利益を超えた金銭の分配

（出資の払戻し）を行うことが可能とされています（投信協会規則）。 

(注２) 本投資法人は、基本賃料と変動賃料を組み合わせた中長期的なキャッシュフ

ローの安定性を企図した賃料スキームを採用していますが、５月期と 11 月期で

の発電量には、天候や日照時間の違いなどの季節的な要因による差異が生じるこ

とから、５月期と 11 月期の収益には相応の差異が生じる見込みです。そのため、

かかる季節的な要因を踏まえた当期の収益及び翌期の収益予想も考慮した上で、

必要な内部留保額及び利益超過分配金の額を決定し、分配金の安定化に努めま

す。 

(注３)冬期を含む５月期は、11 月期と比較して、収益が低下する傾向にあるため、

一般的に、翌期に必要な内部留保額を低めとする一方、分配金の安定化の観点か

ら利益超過分配金の額を高めとすることを見込んでおり、利益超過分配の減価償
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項目 前提条件 

却費に占める割合は高めとなります。 

その他 

 法令、税制、会計基準、株式会社東京証券取引所の定める上場規程等、一般社団

法人投資信託協会の定める規則等において、上記の予想数値に影響を与える改正

が行われないことを前提としています。 

 一般的な経済動向、太陽光発電設備の市況及び不動産市況等に不測の重大な変化

が生じないことを前提としています。 

 


